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規　　　　　　　則

高知県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第73号

高知県事務処理規則の一部を改正する規則

高知県事務処理規則（平成15年高知県規則第44号）の一部を次

のように改正する。

別表第 3 の10の( 7 )の表 6 の(11)の項中「第17条の 7 」を「第

17条の 8 」に改め、同表の10の( 7 )の表 6 の(12)の項中「第17条

の10」を「第17条の11」に改め、同表の10の( 7 )の表 7 の(13)の

項中「第14条の 7 第 1 項及び第 5 項」を「第14条の 8 第 1 項及び

第 5 項」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第74号

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の一部を

改正する規則

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（平成19年高知

県規則第78号）の一部を次のように改正する。

第18条を次のように改める。

第18条　削除

第19条第 1 項中「規定による」を「規定に基づく」に改める。

別記第20号様式中「規定による」を「規定に基づく」に改め

る。

別記第21号様式中「規定により、」を「規定に基づき、」に改

める。

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条

例施行規則（以下この項において「新規則」という。）の規定

は、この規則の施行の日以後に新たに貸付金の貸与を決定する

者の貸付金の貸与及び償還について適用し、同日前に貸付金の

貸与を決定した者の貸付金の貸与及び償還については、なお従

前の例による。ただし、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例

の一部を改正する条例（平成22年高知県条例第38号。以下この

項において「一部改正条例」という。）附則第 2 項ただし書に

規定する者にあっては、一部改正条例による改正前の高知県医

師養成奨学貸付金等貸与条例（平成19年高知県条例第 7 号）及

びこの規則による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条

例施行規則の規定により貸与した医師養成奨学貸付金並びに同

日以後に一部改正条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付

金等貸与条例及び新規則の規定により貸与する医師養成奨学貸

付金の償還については、新規則の規定を適用する。

告　　　　　　　示

高知県告示第581号

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の 2 第 2 項

の規定による届出を審査した結果、次の加入区について同法第

112条第 1 項の規定による同意があったと認めたので、同法第112

条の 2 第 3 項の規定により告示する。

平成22年10月21日（掲示済）　

高知県知事　尾﨑　正直

安芸加入区

高知県告示第582号

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の 2 第 3 項

の規定により平成18年10月高知県告示第709号で告示した次の加

入区においては、同法第113条の 2 第 1 項第 1 号の規定により平

成22年10月20日をもって当該加入区の指定漁船を普通損害保険に

付すべき義務が消滅したので、同条第 2 項の規定により告示す

る。

平成22年10月21日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

安芸加入区

高知県告示第583号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第 1 項の規定によ

り、いの町長から次のとおり町の区域の設定及び同区域内の字の

廃止について届出があった。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

町の区域の設定及び同区域内の字の廃止

変　　　　更　　　　前 変　更　後

大字 町字 地　番　区　域

— 内野南町鳥越山

ノ西

2235の 6 、2235の12、2235

の18

目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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羽根町

カゲン

ギョウ

猪ノ爪

中ノ内

西ノ久

保

ヒノ本

高ゾ子

溜池南

ノ平

羽根

羽根ノ

2287の 4 、2288の 1 から

2288の 5 まで

2289の 2 

3380の一部

3437の 5 の一部、3439の一

部、3440の 1 の一部、3440

の 2 の一部、3441の 1 の一

部、3441の 2 の一部

3464の 1 、3464の 2 の一

部、3464の 3 、3464の 4 、

3465の 2 の一部、3466の 2 

の一部、3467の 1 、3467の

 2 の一部、3467の 3 から

3467の 6 まで、3467の 7 の

一部、3468の 2 の一部、

3469の 2 の一部、3470の

 2 、3471の 1 、3471の 2 、

3472、3473の 1 、3473の

 2 、3474の 2 、3475の 2 、

3476の 2 、3477の 2 、3478

の 2 、3480から3482まで、

3483の 1 、3483の 2 、3484

の 1 、3484の 2 、3485から

3491まで、3500、3503の

 2 、3504の 2 、3505の 2 、

3506の 2 、3507の 2 、3508

の 1 から3508の 6 まで、

3510、3517の 1 、3517の

 2 、3518の 2 、3519の 2 、

3520の 1 の一部、3520の

 2 、3521の 2 から3521の 4 

までの各一部

3522の 1 の一部

6738の 3 、6738の10、6738

の30

3042の 2 、3042の12

3043の 1 、3043のロ、3043

大国町

東

羽根ノ

西側

問屋坂

の 3 、3043の 4 、3044の

 1 、3044のロ、3044の 3 、

3045の 1 、3045のロ、3045

の 3 から3045の 5 まで、

3046のロ、3047の 1 、3047

のロ、3047の 3 、3048の

ロ、6743の 2 、6743の 3 

3049の 1 、3049のロ、3049

の 3 から3049の 5 まで、

3050の 2 、3050の 3 、3052

のロ、3053の 2 、3055の

イ、3055のロ、3056の 1 、

3056のロ、3056の 3 、3057

のイ、3057のロ、3058、

3060、3060の 1 、3063の

 1 、3063のロ、3063の 3 か

ら3063の 5 まで、3064の 1 

から3064の 4 まで、3065の

 1 から3065の 4 まで、3066

の 1 から3066の 3 まで、

3067の 1 から3067の 5 ま

で、3068の 1 から3068の 5 

まで

3087の 1 から3087の 3 まで

の各一部

3081のイ、3081の 2 、3081

のハ、3081の 4 から3081の

 7 まで、3082の 1 、3082の

ロ、3083の 1 、3083のロ、

3084の 1 、3084の 2 、3084

のロ、3084の 4 、3085、

3086の 1 、3086の 2 、3086

のロの 2 、3086の 4 から

3086の 7 まで、3087の 1 か

ら3087の 3 までの各一部、

3087の 4 から3087の 9 ま

で、3088の 1 から3088の 4 

まで、3089のロの 2 、3089

のハの 1 、3089のハの 2 、

3089の 1 から3089の 5 ま

で、3090の 1 、3090のイの

 1 のロ、3090のイの 1 の

西町

七丁ヶ

芝

西地

七丁ヶ

芝

前川ノ

上

西地

ハ、3090のイの 1 のニ、

3090のイのニ、3090のロの

 1 、3090のロの 2 、3090の

ハ、3090のニ、3090の10、

3091、3091の 2 

3 0 9 2の 2 、3093の 2 、

3095、3096の 2 から3096の

 4 までの各一部、3096の

 5 、3096の 6 、3096の 8 の

一部、3097の 1 の一部、

3097の 2 、3099の 2 、

3100、3102の 2 、3102の

 3 、3103の 1 から3103の 7 

まで

6753の 1 の一部、6753の 2 

の一部

3096のイ、3096の 2 から

3096の 4 までの各一部、

3096の 7 、3096の 8 の一

部、3097の 1 の一部、3098

の 1 から3098の 5 まで

3168の 1 、3168の 2 、3169

から3171まで、3183の 1 、

3183の 4 、3183の 6 、3183

の 7 、3184のイ

3190の 1 、3190の 2 、3190

の 5 、3190の 7 、3190の

 8 、3192、3193の 1 から

3193の 3 まで、3194、

3195、3196の 2 、3197、

3198の 1 、3198の 2 、3199

の 1 、3199の 2 、3200、

3201、3202の 1 、3202の

 2 、3203、3204の 1 から

3204の 4 まで、3205の 1 、

3205のロ、3205の 3 、

3206、3207の 1 から3207の

 3 まで、3207の 5 、3207の

 7 、6753の 1 の一部、6753

の 2 の一部、6753の 3 から
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加茂町

カヂヤ

谷

小路口

寺門

カヂヤ

谷

小路口

6753の 5 まで、6754の 1 か

ら6754の 3 まで、6755

3213の 1 、3213の 2 、3214

の 1 から3214の 5 まで、

3215のイ、3215のロ、

3216、3218、3219から3221

までの各一部

3222の 1 、3222の 2 、3223

の 1 、3223の 2 、3224の 1 

から3224の10まで、3225の

 1 、3226、3227の 1 から

3227の 4 まで、3228の 1 か

ら3228の 3 まで、3229、

3229の 1 、3229の 2 、3230

の 1 から3230の 3 まで、

3231の 1 、3231の 2 、3232

の 1 から3232の 6 まで、

3233の 1 、3233の 2 、3234

の一部、3235から3240ま

で、3241の 1 の一部、3241

の 2 、3241の 3 、3241の 4 

の一部、3242の 2 の一部、

3242の 3 の一部、3243の一

部、3244の 1 の一部、3244

の 2 の一部

3632の 1 の一部、3632の 2 

から3632の 5 まで、3632の

 7 の一部、3632の 8 の一

部、3633の 6 から3633の 9 

まで

3219から3221までの各一部

3241の 1 の一部、3241の 4 

の一部、3242の 1 、3242の

 2 の一部、3242の 3 の一

部、3250の一部、3251の 3 

の一部、3252の 1 から3252

の 4 まで、3252の 6 、3253

の 2 、3254の 2 、3254の

 3 、3255、3256の 1 の一

元町

正雲寺

加茂ノ

外

柳添

小路口

井原

部、3257の 1 の一部、3257

の 3 の一部、3265の一部、

3266の 1 の一部、3266の

 2 、3267の 1 から3267の 7 

まで

3268の 3 、3268の 4 、3270

の 1 、3270の 2 、3299の

 8 、3299の13、3303の 1 か

ら3303の 3 まで

3304の 1 から3304の 4 ま

で、3305の 1 から3305の 5 

まで、3306の 1 から3306の

 3 まで、3307の 1 から3307

の 3 まで、3308の 1 から

3308の 4 まで、3309の 1 か

ら3309の 4 まで、3310の 1 

から3310の 3 まで、3311の

一部、3311の 2 の一部、

3345の 3 、3349の 1 

3562の一部

3234の一部、3244の 2 の一

部

3578の 1 の一部、3578の

11、3578の12、3578の14、

3579の 6 、3579の 7 、3579

の 8 の一部、3580の 1 の一

部、3580の 5 、3580の 6 、

3580の10の一部、3580の15

の一部、3581の 3 の一部、

3581の 7 、3581の 8 、3581

の 9 の一部、3581の12の一

部、3582の 2 、3582の 4 、

3582の 5 、3583の 2 、3583

の 4 、3583の 5 、3584の

 5 、3585の 5 、3590の 1 、

3590の 3 の一部、3590の

 5 、3590の 6 、3590の 9 か

ら3590の12まで、3591の 1 

から3591の12まで

旭町

田中

寺門

小路口

井原

田中

3618の 1 、3618の 2 、

3619、3622の 2 の一部、

3622の 3 から3622の 5 ま

で、3623の 1 の一部、3623

の 2 、3623の 3 、3623の 4 

の一部、3623の 5 の一部

3627の 1 、3627の 2 、3627

の 3 の一部、3628の一部、

3629の 1 の一部、3632の 1 

の一部、3632の 7 の一部、

3632の 8 の一部

3242の 2 の一部、3243の一

部、3244の 1 の一部、3244

の 2 の一部、3245のイ、

3245のロ、3245の 3 、

3246、3247の 1 から3247の

 3 まで、3248、3249の 1 か

ら3249の 6 まで、3250の一

部、3251の 3 の一部、3256

の 1 の一部、3256の 2 、

3257の 1 の一部、3257の

 2 、3257の 3 の一部、3258

の 1 から3258の14まで、

3259の 2 、3260、3261、

3262の 1 、3262の 3 から

3262の 8 まで、3263の 2 、

3264の 2 、3265の一部、

3266の 1 の一部

3578の 1 の一部、3578の

 2 、3578の 7 、3578の10、

3579の 1 から3579の 4 ま

で、3579の 8 の一部、3580

の 1 の一部、3580の 2 の一

部、3580の 3 、3580の 4 の

一部、3580の 8 の一部、

3580の11、3580の14、3580

の15の一部

3622の 1 、3622の 2 の一

部、3623の 1 の一部、3623

の 4 の一部、3623の 5 の一

部、3623の 6 
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内野北町

寺門

加茂ノ

外

大力

中ノ内

西ノ久

保

3624の 1 から3624の 4 ま

で、3625の 1 から3625の 3 

まで、3626、3627の 3 の一

部、3628の一部、3629の 1 

の一部、3629の 2 

3311の一部、3311の 2 の一

部、3312の 2 、3313の 1 か

ら3313の 3 まで、3314の

 1 、3314の 2 、3315の 1 か

ら3315の 7 まで、3316の

 1 、3316の 2 、3316の 4 か

ら3316の 7 まで、3345の

 2 、3346の 2 

3350、3358の 2 、3360の 3 

3379の 2 、3380の一部、

3380の 3 、3380の 4 、3381

の 3 、3384の 1 から3384の

 4 まで、3384の 6 、3384の

 7 、3385の 2 

3437の 1 の一部、3437の 3 

から3437の 6 までの各一

部、3438の 1 の一部、3439

の一部、3440の 1 の一部、

3440の 2 の一部、3441の 1 

の一部、3441の 2 の一部、

3441の 3 、3442の 1 の一

部、3444の 1 、3444の 3 、

3444の 4 、3446の 1 、3446

の 2 、3447の 1 、3447の

 2 、3448の 1 から3448の 3 

まで、3449の 1 から3449の

 6 まで、3450の 2 、3451の

 2 、3451の 3 、3452、

3453、3454の 1 、3455の

 1 、3456の 1 、3457の 1 、

3458の 1 、3459の 1 、3460

の 1 、3460の 2 、3461の

 1 、3461の 2 、3462、3463

の 1 、3463の 2 

内野東町

高ゾ子

柳添

ケサ丸

内野井

ノ本

ハタヤ

井ノ本

西ノ久

保

3522の 1 の一部、3523の

 1 、3523の 2 、3525の 1 、

3525の 3 、3526の 1 、3526

の 3 、3528の 1 、3528の

 2 、3529の 1 、3529の 2 の

一部、3529の 3 、3530の 1 

の一部、3531の 1 の一部、

3531の 2 、3532の 2 、

3533、3533の 1 の一部、

3533の 3 、3533の 4 、3534

の 1 、3534の 2 の一部、

3535の 1 、3535の 2 の一

部、3536の 1 、3536の 2 の

一部、3537の 1 、3537の 2 

3552の 1 の一部、3552の 4 

の一部、3552の 5 の一部、

3561の 2 の一部、3561の15

の一部、3562の一部

3396の 1 、3397の 1 から

3397の 3 まで、3398、3399

の 2 、3399の 5 、3399の

 6 、3400の 7 から3400の 9 

まで

3407の 1 、3407の 7 、3408

の 1 、3411の 2 、3411の

 3 、3414の 2 、3414の 3 、

3415の 2 、3415の 3 

3418、3419の 1 、3419の

 2 、3420から3427まで、

3428の 1 、3428の 2 、3429

の 1 から3429の 4 まで、

3430の 1 から3430の 3 ま

で、3431の 1 から3431の 3 

まで、3432の 1 から3432の

 3 まで、3433の 1 、3433の

 2 、3434の 1 、3434の 2 、

3435の 1 から3435の 4 まで

3437の 1 の一部、3437の

 2 、3437の 3 から3437の 6 

までの各一部、3438の 1 の

柳町

ヒノ本

高ゾ子

柳添

井原

一部、3438の 2 、3442の 1 

の一部、3442の 2 

3464の 2 の一部、3465の 2 

の一部、3466の 2 の一部、

3467の 2 の一部、3467の 7 

の一部、3468の 2 の一部、

3469の 2 の一部、3469の 3 

3520の 1 の一部、3521の 2 

から3521の 4 までの各一部

3522の 1 の一部、3522の

 2 、3522の 3 、3529の 2 の

一部、3530の 1 の一部、

3530の 2 、3531の 1 の一

部、3533の 1 の一部、3534

の 2 の一部、3535の 2 の一

部、3536の 2 の一部、3538

の 1 、3538の 2 、3538の 4 

から3538の11まで、3539か

ら3541まで、3542の 1 から

3542の 3 まで、3543、3544

の 1 、3544の 2 、3545の

 1 、3545の 2 、3546の 1 か

ら3546の18まで、3546の21

から3546の23まで、3546の

25から3546の31まで、3547

の 1 から3547の 9 まで

3548の 1 から3548の 6 ま

で、3549、3550の 1 、3550

の 2 、3551の 1 、3551の

 2 、3552の 1 の一部、3552

の 2 、3552の 3 、3552の 4 

の一部、3552の 5 の一部、

3553の 2 、3554の 2 、3561

の 1 、3561の 2 の一部、

3561の 3 から3561の14ま

で、3561の15の一部、3562

の一部

3580の 2 の一部、3580の 4 

の一部、3580の 8 の一部、

3580の10の一部、3580の15
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香美市物部町神池字ヒジリ2820番地チ、2820番地リ、2820番

地ヌ、2820番地ヲ、2821番地、2823番地、2824番地、2833番地

 1 、2833番地ロ、2834番地イ、2834番地ロ、2834番地 3 、2834

番地ニ、2834番地 5 、2836番地及び2837番地 1 の各一部

 2 　埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生

省令第35号）第12条の31第 2 号に掲げる埋立地

高知県告示第587号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、平成22年10月22日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  窪川中土佐

 3 　道路の区域

の一部、3581の 1 、3581の

 2 、3581の 3 の一部、3581

の 4 、3581の 6 、3581の 9 

の一部、3581の12の一部、

3589の 1 、3589の 6 、3589

の12、3589の14から3589の

17まで、3590の 3 の一部

備考　 1 　この表に表示されている区域に隣接介在する道路及

び水路である国有地及び町有地の一部を含むものとす

る。

 2 　上記地番は、平成21年 1 月15日現在の登記簿によ

る。

高知県告示第584号

次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法

律第249号）第30条の 2 の規定により告示する。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　解除予定に係る保安林の所在場所

高知市御畳瀬字前野山 1 の11（次の図に示す部分に限る。）

 2   保安林として指定された目的

名所又は旧跡の風致の保存

 3 　解除の理由

急傾斜地崩壊対策施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を高知県林業振興・環境部

治山林道課及び高知市役所に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第585号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

第15条の17第 1 項の規定により、廃棄物が地下にある土地の区域

を次のとおり指定する。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　指定区域

香南市香我美町口西川字ツツミガシヤウ586番地並びに字ツ

ツミガ峯1927番地18、1927番地19、1927番地20及び1929番地

 2 　埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第

300号）第13条の 2 第 1 号に掲げる埋立地

高知県告示第586号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

第15条の17第 1 項の規定により、廃棄物が地下にある土地の区域

を次のとおり指定する。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　指定区域

　区 　 　　 間　
変更前

後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

高岡郡中土佐町久礼

字姥屋式1863番 8 か

ら

高岡郡中土佐町久礼

字松ノ本1905番 1 ま

で

前

4.0

10.0

275

後

6.0

18.7

275

〜

〜

公　　　　　　　告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第25条第 4 項の

規定により、特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があっ

たので、同条第 5 項において準用する同法第10条第 2 項の規定に

より次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成22年10月12日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成22年10月12日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

申請のあ

った年月

日

定款変更に係る特定非営利活動法人

名称 代表者の

氏名

主たる

事務所

定款に記載された目

的

平成22年

10月12日

特定非

営利活

動法人

こうち

企業支

援セン

ター

中越　伸

一

の所在

地

高知市

鷹匠町

一丁目

 3 番22

この法人は、まちづ

くりの推進・経済活

動の活性化を考える

個人事業者や零細事

業者、起業家等、個

人及団体に対して、

地域振興、まちづく

りの推進を図る活動

の助成及経済活動活

性化支援や業務代

行、業務補助に関す

る事業等を行い、も

って公益の増進に寄

与することを目的と

する。

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、春野町東部土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員

の届出があった。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

　理事　　山下興太郎　吾川郡春野町東諸木3769

　〃　　　横田　哲夫　〃　　〃　　〃　　3762

　〃　　　前島　孝臣　〃　　〃　  〃　  3500− 2 

　〃　　　髙橋　裕一　〃　　〃　  〃　  3475

　〃　　　堀内　義弘　〃　　〃　  〃    3426

　〃　　　前島　正通　〃　　〃　  〃    3355

　〃　　　横田　秋作　〃　　〃　  〃    3281

　〃　　　横田　英二　〃    〃　  〃　  3056

　〃　　　川﨑　健一  〃　　〃　  〃　  1782

　〃　　　岩田　卓雄  〃　　〃　  〃　   625

  〃　　　高橋　隆彦　〃　　〃　  〃    1326・1327

　〃　　　村田　康夫  〃　　〃　  〃    1398

　〃　　　岡﨑　　淸  〃　　〃　  〃    2660

　〃　　　久保壽美男  〃　　〃　  〃  　2679

　〃　　　岡﨑　俊二  〃　　〃　  〃  　2790− 7 

　〃　　　土居　雄作  〃　　〃　  西諸木 602− 4 

  〃　　　元屋敷謙二　〃　　〃　  〃　   108− 2 
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  〃　　　土居　  保  〃　　〃　  甲殿　 655− 1 

  〃　　　正木　昭宏　〃　　〃　  〃　   776

  監事    土居　速生  〃    〃　  〃　   771− 9 

  〃      横田　幹夫  〃    〃　  東諸木2678

  〃　　　田原　明治　〃　　〃　  〃　  3430− 1 

（就任）

理事　　山下興太郎　高知市春野町東諸木3769

　〃　　　横田　哲夫　〃    〃　  〃　  3762

　〃　　　前島　孝臣　〃　　〃　  〃　  3500− 2 

　〃　　　髙橋　裕一　〃　　〃　  〃　  3475

　〃　　　堀内　義弘　〃　　〃　  〃    3426

　〃　　　前島　正通　〃　　〃　  〃    3355

　〃　　　横田　秋作　〃　　〃　  〃    3281

　〃　　　横田　英二　〃    〃　  〃　  3056

　〃　　　川﨑　健一  〃　　〃　  〃　  1782

　〃　　　岩田　卓雄  〃　　〃　  〃　   625

  〃　　　高橋　隆彦　〃　　〃　  〃    1326

　〃　　　村田　康夫  〃　　〃　  〃    1398

　〃　　　岡﨑　　淸  〃　　〃　  〃    2660

　〃　　　久保壽美男  〃　　〃　  〃  　2678− 2 

　〃　　　岡﨑　俊二  〃　　〃　  〃  　2790− 7 

　〃　　　土居　雄作  〃　　〃　  西諸木 602− 4 

  〃　　　元屋敷謙二　〃　　〃　  〃　   108− 2 

  〃　　　土居　昭憲  〃　　〃　  甲殿　 655− 1 

  〃　　　正木　昭宏　〃　　〃　  〃　   776

  監事    土居　速生  〃    〃　  〃　   771− 9 

  〃      横田　幹夫  〃    〃　  東諸木2678

  〃　　　田原　明治　〃　　〃　  〃　  3430− 1 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、南国市田村堰井筋土地改良区から次のとおり退任した役員の

届出があった。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

監事　　濱田　重彦　南国市前浜297

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第103条第 3 項の規定

によりいの町から高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業の

換地処分を行った旨の届出があったので、同条第 4 項の規定によ

り公告する。

平成22年10月22日

高知県知事　尾﨑　正直

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第76号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

により次のとおり届出があった。

平成22年10月22日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

名称

石井たか

し後援会

新風会

三谷幸一

郎後援会

土居信一

後援会

森光英二

後援会

黒岡りつ

子の会

代表者氏名

宮﨑　満

石井　孝

森下　廣文

土居　信一

森光　英二

黒岡　律子

会計責任者

氏名

柿葉　静夫

柿葉　静夫

下村　辰夫

土居　誠代

森光　恵子

黒岡　國次

主たる事

務所の所

在地

四万十市

中村大橋

通七丁目

 1 −24

四万十市

中村大橋

通七丁目

 1 −24

長岡郡大

豊町岩原

283

須崎市安

和1173番

地 9 

須崎市大

谷691−

 1 

高知市朝

倉丙429

番 9 号

届出年月日

平22・ 9 ・

 1 

平22・ 9 ・

 1 

平22・ 9 ・

 1 

平22・ 9 ・

24

平22・ 9 ・

27

平22・ 9 ・

30

高知県選挙管理委員会告示第77号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

により次のとおり異動の届出があった。

平成22年10月22日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

区分

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

名称

自由民

主党安

田町支

部

公明党

西高知

総支部

公明党

幡多総

支部

公明党

東高知

総支部

代表者氏

名

南　敏雄

竹内　範

明

異動なし

猿田　勉

仲田　強

西内　俊

夫

比与森

光俊

会計責任

者氏名

異動なし

大川　信

輝

中田　勝

利

異動なし

異動なし

主たる事

務所の所

在地

安芸郡安

田町安田

2030− 1 

安芸郡安

田町東島

645

異動なし

四万十市

右山天神

町11−20

土佐清水

市グリー

ンハイツ

29−14

香南市野

市町下井

563− 1 

香美市土

佐山田町

西本町一

丁目 5 −

 1 

届出年月日

平22・ 9 ・

 3 

平22・ 9 ・

 6 

平22・ 9 ・

 6 

平22・ 9 ・

 6 

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

区分 名称 代表者氏 会計責任 主たる事 届出年月日
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名称

黒岩徹後

援会

大川のぶ

き後援会

さるた勉

後援会

森光英二

後援会

生涯挑戦

の会

チーム大

二郎

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

岡本和

也後援

会

小松け

んじ後

援会

名

異動なし

異動なし

者氏名

森　一

坂本　圭

子

異動なし

務所の所

在地

異動なし

室戸市羽

根 町 甲

636− 2 

室戸市浮

津二番町

98

平22・ 9 ・

 6 

平22・ 9 ・

14

主たる事務所の

所在地

香美市香北町梅

久保710

高岡郡越知町越

知甲960− 1 

四万十市右山天

神町11−20

須崎市大谷691

− 1 

高知市一宮2732

− 7 

高知市稲荷町 3 

−32

代表者氏名

小笠原　勇

大川　信輝

猿田　勉

森光　英二

鎌倉　正典

橋本　大二

郎

政治団体

でなくな

った理由

解散

解散

解散

解散

解散

解散

届出年

月日

平22・

 9 ・ 2 

平22・

 9 ・ 6 

平22・

 9 ・17

平22・

 9 ・22

平22・

 9 ・24

平22・

 9 ・24

高知県選挙管理委員会告示第78号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

により次のとおり解散の届出があった。

平成22年10月22日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

その他の政治団体

チーム大

二郎花木

の会

チーム大

二郎諏訪

会

チーム大

二郎地球

の未来を

考える会

橋本大二

郎事務所

高知市稲荷町 3 

−32

高知市横内153

−95

高知市曙町二丁

目 4 −30

高知市稲荷町 3 

−32

鎌野　浩

諏訪　博信

山﨑　誠人

橋本　大二

郎

解散

解散

解散

解散

平22・

 9 ・24

平22・

 9 ・24

平22・

 9 ・24

平22・

 9 ・24

高知県選挙管理委員会告示第79号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 2 項の規定

により次のとおり届出があった。

平成22年10月22日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

資金管理団体

候補者氏

名

石井　孝

公職の

種類

高知県

議会議

員

名称

新風会

主たる

事務所

の所在

地

四万十

市中村

大橋通

七丁目

 1 −24

代表者氏

名

石井　孝

届出年月日

平22・ 9 ・

 1 

高知県選挙管理委員会告示第80号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 3 項の規定

により次のとおり資金管理団体でなくなった旨の届出があった。

平成22年10月22日

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

資金管理団体

大川　信

輝

猿田　勉

越知町

議会議

員

四万十

市議会

議員

大川の

ぶき後

援会

さるた

勉後援

会

地

高岡郡

越知町

越知甲

960−

 1 

四万十

市右山

天神町

11−20

大川　信

輝

猿田　勉

出年月日

平22・ 9 ・

 6 

平22・ 9 ・

17

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第11条及

び高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程（平成 7 年高知県

企業局管理規程第 9 号）の規定により例によるとされている高知

県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125号）第

 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告する。

平成22年10月22日

高知県公営企業局長　長瀬　順一

 1 　落札に係る物品の名称及び数量

生理検査情報システム　一式

 2 　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県公営企業局県立病院課　高知市丸ノ内一丁目 7 −52

 3 　落札者を決定した日

平成22年 9 月15日

 4 　落札者の氏名及び住所

株式会社シーメック　高知市南久保 9 番 8 号

 5 　落札金額

99,855,000円

 6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

 7 　政令第 6 条の公告をした日

平成22年 8 月 3 日

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第11条及

び高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程（平成 7 年高知県

企業局管理規程第 9 号）の規定により例によるとされている高知

県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125号）第

届出をし

た者の氏

名

公職の

種類

名称 主たる

事務所

の所在

代表者氏

名

資金管理団

体でなくな

った旨の届
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日
（
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日
）
　

88

 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告する。

平成22年10月22日

高知県公営企業局長　長瀬　順一

 1 　落札に係る物品の名称及び数量

体外衝撃波結石破砕装置　一式

 2 　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県公営企業局県立病院課　高知市丸ノ内一丁目 7 −52

 3 　落札者を決定した日

平成22年 9 月15日

 4 　落札者の氏名及び住所

四国医療器株式会社高知支店　高知市稲荷町10− 7 

 5 　落札金額

61,950,000円

 6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

 7 　政令第 6 条の公告をした日

平成22年 8 月 3 日
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